
 

韮崎駅前広場市民駐車場及び本町ふれあい広場市民駐車場の候補者の選定について 

 

韮崎駅前広場市民駐車場及び本町ふれあい広場市民駐車場指定管理者の候補者については、指定管

理者選定委員会における審査結果を踏まえ、次のとおり選定しました。 

なお、指定管理者の指定については、本年１２月市議会の議決を経た後に行います。 

１公の施設の名称 韮崎駅前広場市民駐車場及び本町ふれあい広場市民駐車場 

２指定の期間 令和７年４月１日～令和１２年３月３１日 

３応募団体数 １団体 

４指定管理者の 

候補者 

名 称：株式会社 サニカ 

所在地：山梨県南アルプス市十日市場 789 番地 

５候補者の選定 

理由 

審査にあたっては、管理運営の基本方針、経営の安定性と継続性、利用者

サービスの向上、施設の利用促進、市への還元額等の提案、類似施設の運営

実績、緊急時・苦情処理の体制、安全確保、適正な維持管理などの 10 項目

での審査基準に基づいて総合的に評価し、選考を行った結果、適切に施設を

管理運営できる団体であると判断し、上記団体を選定した。 

 

➀ 市が示した管理運営などの方針を十分理解したうえで、駐車場経営での 

経験と蓄積された運営ノウハウを活かした提案がなされていること。 

② これまでトラブル等の緊急時の対応が十分にとれていること。 

③ 県内に事業所拠点があり、駐車場に係る機器製造を自社で行っているな 

ど修繕等迅速に対応でき、また機器更新時の人的配置などサービス継続を 

可能としていること。 

④ 収支計画について、整合性と実現可能性が高い提案となっており、サー 

ビス展開に見合った体制が確保されており、継続的に安定した管理を行う 

能力を有するものと判断されること。 

⓹ 全体を通して、安定的な運営やよりよいサービスの提供が期待できるも 

のと評価されたこと。 

６ 指定管理者選

定委員会の概

要 

・委員会の構成 

  委員長  内藤 一穂 韮崎市副市長 

副委員長 根津 昭彦    韮崎市総務課長 

委  員 古屋 祐治 学識経験者 

    中山 友江   〃 

    山寺 直美   〃 

    志村 浩男      〃 

    樋口 治元 韮崎市秘書人事課長 

    長谷川尚樹 韮崎市財務政策課長 

・審査日時等 第１回：（令和６年８月２６日） 

募集要項、選定基準及び選定方法の決定 

       第２回：（令和６年１０月１７日） 

申請書類等の審査、企画提案評価、選定結果内容、答申内

容等の検討 

 


